
60歳前に退職し
自営業になった

会社に就職した

会社に就職した

このような異動があったときには、忘れずに届け出をしましょう！

配偶者が退職した又
は扶養からはずれた

会社員等と結婚して
退職し扶養者になった

会社員等と結婚して
配偶者の扶養者になった

【第3号被保険者】
第２号被保険者に扶養されて
いる配偶者

第３号被保険者になったら
配偶者の勤め先で手続きを！

【第2号被保険者】
会社員、公務員の方など
（厚生年金や共済組合の加入者）

第２号被保険者になったら
勤め先で手続きを！

【第1号被保険者】
農林漁業、自営業やその妻、
学生、アルバイトの方など

第１号被保険者になったら
町の役場で手続きを！

～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～

お問い合わせ先 ・町 民 課 戸 籍 医 療 年 金 係
・函館年金事務所　国民年金課

=年金は世代と世代の支え合い=

（ T E L  2 - 2 4 5 3 ）
（ T E L  0 1 3 8 - 3 1 - 9 0 8 6 ）

【届け出が必要な例】

届け出、忘れていませんか？
　届け出を忘れていると、その間は国民年金の掛け金は未納期間となっ
てしまいます。
　２０歳以上６０歳未満のすべての人は、国民年金加入者です。国民年

金は３つの種別に分かれていて、転職・退職・結婚などにより加入の種

別が変わった場合は、その度に手続きが必要です。

　未納期間になると、年金を受けられなくなったり、減額されたりしま
すので忘れずに手続きしましょう！
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